
 

 

 

         

 

食品ロスについて考えてみませんか。
 

食品ロスとは、手付かずの食品や食べ残しなど、本来食べられるのに廃棄される
食品のことです。 

日本の食品ロス量は、年間約 523万トン（令和３年度推計値）で、家庭から排
出される量は約 244万トンとなっています。これは、世界中で飢餓に苦しむ人々
に向けた支援食料の 1.2 倍に相当します。 

また、国民 1人当たりの食品ロス量は、１日約 114ｇとなり、茶碗約１杯分の
食料を捨てていることなります。 

家での料理の作り過ぎによる食べ残しや、買っても使わないでそのまま捨ててし
まうことが食品ロスの主な原因です。 

食品ロスが増えることにより、ゴミ処理施設での焼却が発生し、温室効果ガスで
ある二酸化炭素が発生することにより、地球温暖化が進んでしまいます。 

食品ロスによる温室効果ガス排出量は、全世界で推定 44億トン（二酸化炭素換
算）とされています。 

 

食品ロスを減らすために次のことを意識してみませんか？ 

①  食べられるだけの量を購入する。 

②  食べ残しをしない。 

③  賞味期限や消費期限の違いを理解する。 

 

■「賞味期限」 と 「消費期限」の違い 
「賞味期限」と「消費期限」の違いを知ったうえ、買い物をする時や家の冷蔵庫の中にある食品の表示を
よく見て、いつまで食べられるか確かめることで、食べ物のムダをなくし、家計の節約に努めましょう。 

 
  賞味期限 消費期限 

意 味 
おいしく食べることができる期限 

※この期限を過ぎても、すぐ食べられなくなるという訳ではない 

期限を過ぎたら 
食べないほうがよい期限 

表 示 
3か月を超えるもの・・・年月で表示 

3か月以内のもの・・・・年月日で表示 
年月日で表示 

対象の
食品 

●卵 ●牛乳 ●スナック菓子 ●カップ麺 ●缶詰 
●レトルト食品 ●ハム・ソーセージ など 

●弁当 ●サンドイッチ ●生めん 
●惣菜 ●ケーキ など 

※一度開封した食品は、期限表示にかかわらず早めに食べるようにしましょう 
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